
第３回会議の開催状況

第１ 開催月日

令和６年１２月１８日（水）

第２ 出席者

公安委員長

協議会 委員 ４名

警察署 署長、副署長、総務会計課長、生活安全刑事課長、地域交通課長、

警備課長 ６名

第３ 議事の概要

１ 業務説明等

警察署から

・業務推進状況

・速度取締り指針

について説明がなされた。

２ 諮問事項の説明

警察署から

・「総合的な犯罪抑止対策」

の取組状況について説明がなされた。

３ 諮問事項に関する意見

(1) 山間部の集落等での防犯対策について

委員から「いわゆる闇バイトに関連する強盗のニュースをよく耳にするが、

山間部等の人の少ない集落等でも効果的な防犯対策はあるか」旨の質問がなさ

れ、警察署から「一般的には、窓ガラスに防犯フィルム等を貼るのも有効であ

るが、犯人が下見をする場合が多いので、防犯カメラの設置が効果的である」

旨の説明がなされた。

(2) 特殊詐欺被害防止会議への出席について

委員から「水際対策として、コンビニ関係者との特殊詐欺被害防止会議の開

催を検討していると説明を受けたが、警察署協議会委員も会議への出席は可能

か」旨の質問がなされ、警察署から「一般住民の意見も被害防止対策の参考に

なるため、コンビニ関係者との調整が整えば、ぜひ出席をお願いしたい」旨の

説明がなされた。

(3) 若者のＳＮＳ利用について

委員から「若者の多くは、ＳＮＳで繋がっているため、犯罪も防犯もＳＮＳ

を避けて通れない」旨の意見がなされ、警察署から「学生に、ＳＮＳの正しい

使い方を教えることが重要であり、特にいわゆる闇バイトには絶対に手を出さ

せない指導が必要である」旨の説明がなされた。



４ その他の意見

(1) 交通死亡事故後の対応について

委員から「９月にツーリングバイクの交通死亡事故が発生したが、現場の道

路状況改善等の対応が早かった」旨の意見がなされ、警察署から「事故直後に、

警察と県土木事務所が緊急現場点検を実施し、見通しを悪くしていた街路樹

の伐採と、路面に交差点マーク（四角い赤枠）を表示することについて協議

し対応した」旨の説明がなされた。

(2) 児童虐待について

委員から「児童虐待があっても、子どもが親をかばって表面化しない場合も

あるのではないか」旨の質問がなされ、警察署から「子どもの安全確保を最優

先に考え、親に迎合しやすい子どもの特性も考慮し、慎重な聴取を行っている」

旨の説明がなされた。


